
１ 

岩見沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第３２号）の

施行に伴い、国民健康保険料賦課限度額及び同保険料の減額に係る軽減基準

額の改定を行う。  

 

第２  改正の内容  

(1) 国民健康保険料の賦課限度額を次のとおり改定する。  

  （第１４条の６、第１４条の６の１０、第２２条の５関係）  

 現行  改正後  

基礎賦課限度額  ６５万円  ６６万円  

後期高齢者支援金等賦課限度額  ２４万円  ２６万円  

介護納付金賦課限度額  １７万円  変更なし  

 

(2) 国民健康保険料の減額に係る軽減判定所得を次のとおり改定する。  

  （第２２条関係）  

   現  行  改正後  

７割軽減基準額  
４３万円＋１０万円×（給

与所得者等の数―１）  

変更なし  

５割軽減基準額  

４３万円＋２９．５万円× 

(被保険者 数＋特 定 同一世

帯所属者数）＋１０万円×

（給与所得者等の数―１）  

４３万円＋３０．５万円× 

(被保険者 数＋ 特定 同一 世

帯所属者数）＋１０万円×

（給与所得者等の数―１）  



２ 

２割軽減基準額  

４３万円＋５４．５万円× 

(被保険者 数＋特 定 同一世

帯所属者数）＋１０万円×

（給与所得者等の数―１）  

４３万円＋５６万円× 

(被保険者 数＋ 特定 同一 世

帯所属者数）＋１０万円×

（給与所得者等の数―１）  

 

 

第３  施行期日  

令和７年４月１日  



１ 

岩見沢市条例第１１号  

 

岩見沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和  ７  年  ３  月２６日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

岩見沢市国民健康保険条例（昭和４８年条例第２６号）の一部を次のように

改正する。  

 

第１４条の６中「６５万円」を「６６万円」に改める。  

第１４条の６の１０中「２４万円」を「２６万円」に改める。  

第２２条第１項各号列記以外の部分中「６５万円」を「６６万円」に改め、

同項第２号中「２９万５千円」を「３０万５千円」に改め、同項第３号中「５

４万５千円」を「５６万円」に改め、同条第３項中「６５万円」を「６６万円」

に、「２４万円」を「２６万円」に改め、同条第４項中「６５万円」を「６６万

円」に改める。  

第２２条の５第１項各号列記以外の部分中「６５万円」を「６６万円」に改

め、同条第３項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」

に改め、同条第４項及び第５項中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第

７項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」に改め、同

条第８項中「６５万円」を「６６万円」に改める。  

 

附  則   

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  



２ 

２  この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、令和７年度  

以後の年度分の保険料について適用し、令和６年度以前の年度分の保険料に

ついては、なお従前の例による。  


